
 

草津市待機児童解消に向けた実施計画 

草津市子ども家庭部 

１ 基本的なフレーム 
保育需要推計を毎年度行い、待機児童解消に向けて、保育需要動向とバランスを取りながら、 

段階的な保育施設整備等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 就学前児童数(0～5 歳)の推移 

就学前人口はなだらかに上昇を続けているが、Ｈ２６前後がピーク、以降はなだらかに下降局面に

推移すると見込まれる。 

 

 

第 1 弾/来年 4 月に向けた施設整備（年度内実施〔9 月補正〕） 

50 人規模の増築・分園整備(低年齢児対策重点) 

①若草くるみ保育園(旧園舎)分園（定員 30 人,0～2 歳児） 

②あさひ保育園増築（定員 20 人増,0・1 歳児） 
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Ｈ25 繰越事業（10 月増員） 

・あゆみ保増築（定員 30 人増） 

第 3 弾/平成 27 年度に向けた対策 

◎約 120 人規模の保育所創設〔公募〕 

（H26 年度整備）  

Ｈ29 年度に向けた対策 

推計を更新し、必要に応

じて対策実施 

 

H25.10 

保
育
需
要
推
計 推計更新 

＊「待機児童解消加速化プラン」等の国県の支援制度を有効活用 
＊子ども・子育て支援事業計画に反映 

 

推計値 現時点で予測される動向 実績値 

就学前人口ピーク（見込み） 
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３ 保育所入所申込み数(保育需要)等の動向 
 

◎共働き世帯の増加や社会経済情勢の変化に伴い、保育ニーズは増大傾向にあり、保育所申込数は、

今後も上昇が見込まれる。 

◎保育所申込数は、毎年施設整備等による定員増を図っているが、常時、定員を超えている状況とな

っている。施設基準の範囲内で、入所の弾力運用（定員を超えた受入れ）を行っているが、保育所

入所枠（入所可能数）を超過した申込状況であり、待機児童が発生している。 

 

 

 

 

 
 

 

４ 待機児童数と平成 27 年度に向けた必要整備量 
 

待機児童解消に向けて、待機児童（就労者等）に加え、待機発生要因である求職者の保育需要への 

対応を図る。 
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約 60人 

H27 に見込まれる 
待機児童数 

新
設
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備
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120人程度 

保育所申込数は今後も増加が予想され、保育需要に対応した保育定員の確保が必要 

Ｈ27 に見込まれる待機児童数に加え、想定される求職者相当分を勘案し、保育所新設整備（公募）
により、必要な保育定員増を図る。（１２０人程度） 

推計値 実績値 現時点で予測される動向 



 

 

 

私立認可保育所の整備について（公募の概要） 

 

1 募集の概要                                 

(1) 種別 児童福祉法第３５条第４項の規定に基づき設置される認可保育所 

(2) 規模 定員１２０人程度で屋外遊戯場を有すること 

   ＊１２０人程度の範囲は、１１０人以上１３０人以下の範囲とする。 

(3) 応募地域 市街化区域 

(4) 応募資格 社会福祉法人（設立予定者含む）およびその他の法人 

   ＊その他の法人／公益社団（財団）法人、ＮＰＯ法人、株式会社等 

(5) 用地 法人が確保（借地可） 

(6) 施設 法人が建設 

(7) 施設整備補助 

社会福祉法人について、補助時点での施設整備補助制度に採択されることを条件に市

が施設整備補助金（補助率７／８）を交付する。ただし、社会福祉法人以外の法人につ

いては、施設整備補助金を交付しない。 

(8) 開所時期 平成２７年４月(予定) 

 

2 スケジュール（予定）                            

  

平成25年 10月15日(火)  募集要項配布（広報くさつ掲載） 

     11月18日(月)～12月13日(金) 応募受付期間 

     1月上中旬   草津市社会福祉法人等審議委員会 選定 

     1月下旬    法人決定 

 平成26年度       補助金交付、施設建築物工事 

 平成27年3月      竣工 

     4月      開所 

 

3  周知方法                                  

 

(1) 広報くさつに掲載(10 月 15 日号) 

(2) 草津市ホームページに「募集要項」掲載 

 



草津市立幼稚園就労支援型預かり保育事業 

 
  
 
 
 
 
 
 

★事業概要 

【実施時期】 平成２６年４月から実施 

【対象児童】 実施園に在園する４歳児・５歳児 

【実 施 園】 市立山田幼稚園、市立玉川幼稚園、市立笠縫東幼稚園 

【実施時間】 通常の保育開始前午前８時～８時３０分および保育終了後午後４時３０分まで 

       「夏休み」・「冬休み」・「春休み」は、午前８時 ～ 午後４時３０分 
 

課業日 
8:00     8:30                                14:00            16:30 

預かり 

保育 

通常の保育（担任） 預かり保育 

 
 夏休み・冬休み・春休み 

8:00                                                                 16:30 
                    預かり保育 

 

【実 施 日】 「通常の保育のある日」ならびに「夏休み」、「冬休み」および「春休み」の 

期間中の月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

【定    員】 各園２０名 

【想定保育料】 通常の保育料とは別に、月額７，０００円程度 

            定員に空きがあれば１回 ４００円程度で利用可能。ただし、月に１１回以上 

            利用される場合は月額７，０００円程度 

【職員体制】 幼稚園教諭または保育士の免許・資格を持つ臨時職員を雇用し対応予定 

【そ の 他】 Ｈ２６年２月定例市議会で条例改正提案予定〔保育料等の改正〕 

     （保育料および職員体制等については今後調整予定） 

草津市の公立幼稚園では、「働きながら、我が子を幼稚園に通わせたい」という保護者の

声にお応えし、平成２６年４月から３園をモデル園として「就労支援型預かり保育事業」を

実施します。 



★アンケート調査（H24.10）の結果 

 

教育や保育に関する施策 

① 待機児童を減らすために必要だと思う主な施策 

【全体】 

１(59.9％) ２(52.0％) ３(30.2％) 

保育所（０～５歳児全体）の増

設 

幼稚園の預かり保育の延長や

条件緩和 

幼保一体施設の創設 

 

・「保育所（０～５歳児全体）の増設」「幼稚園の預かり保育の延長や条件緩和」が約５～６割と高く 

なっており、次いで「幼保一体施設の創設」となっています。 

 

・幼稚園では「幼稚園の預かり保育の延長や条件緩和」が約５～６割と高く、特に公立幼稚園では 

最も高くなっており、「幼稚園の預かり保育」の拡充が待機児童解消に一定の効果があると考え 

られていることがうかがえます。 

 

 

 

② 優先的に実施してほしい就学前児童に対する主な施策 

【全体】 

１(51.4％) ２(34.4％) ３(20.8％) 

幼稚園や保育所（園）にかかる

費用の軽減 

保育所（園）の数や定員増 １日４時間といったパート等

短時間の勤務に対応する保育 

 

・全般的に「幼稚園や保育所（園）にかかる費用の軽減」が最も高く、次いで「保育所（園）の数や 

定員増」が高くなっています。 

 

・「幼稚園における預かり保育」は、全体で約２割ですが、幼稚園では約３割と高くなり、特に公立 

幼稚園で最も高くなっています。 
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